
議案第5号

博物館の登録等に関する規則の一部改正について

提案理由

博物館法等の一部改正に伴い、博物館の登録及び博物館に相当する施設の

指定等に関し、所要の改正を行う必要があるため．

1

2 改正の概要及び改正案

別添のとおり

3施行年月日

令和5年4月1日



博物館の登録等に関する規則の改正の概要について

1 趣旨

博物館法及び博物館法施行規則の一部改正に伴い、博物館の登録及

び博物館に相当する施設の指定等に関し、登録・指定要件や審査の手

続等、所要の改正を行うもの

2博物館法及び博物館法施行規則の主な改正点

①地方公共団体、一般社団法人。財団法人等に限定していた博物館の

設置者要件を改め、国及び独立行政法人を除く全ての法人が登録を

受けることができること

基準の詳細は、文部科学省令を参酌して都道府県教育②博物館登録の

委員会が定めること

③都道府県教育委員会は､博物館登録を行う場合には学識経験を有す

る者の意見を聴かなければならないこと

④登録博物館の設置者は、博物館の運営の状況について、定期的に都

道府県教育委員会に対して報告しなければならないこと

⑤旧法での登録博物館は、施行日(R5.4.1)から5年間は登録を受け

たものとみなされること

基準の詳細は、文部科学省令を参酌⑥博物館に相当する施設の指定の

して都道府県教育委員会が定めること

⑦旧法での博物館に相当する施設は、指定を受けたものとみなされる

が、新法での審査基準の要件を備えているか、施行日から5年間の

間に、確認を受けるよう努めなければならないこと

3博物館の登録等に関する規則の主な改正点

①根拠条項や引用条項、様式の修正・肖l1除・追加

（第1，2，6， 7， 9， 11条、各様式）

②登録・指定の基準や運営状況の定期報告に関することを追加

(第3，4， 5， 8， 10条）

4改正案の内容

別紙のとおり



第
二
条
法
第
十
一

第
六
条
を
削
る
（

･

第
十
条
第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で
の
規
定
は
、
省
令
第
二
十
四
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
教
育
委
員
会
の
定
め
る
基
準
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
条
（
第
七
号
を
除
く
。
）
中
「
博
物
館
資
料
」
と
あ
る
の
は
「
資
料
」
と
、
同
条
第
一
号
中
「
博
物
館
を
運
営
す
量
と
あ
る
の
は

「
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
施
設
（
次
条
及
び
第
五
条
に
お
い
て
「
指
定
施
設
」
と
い
う
。
）
を
運
営
す
る
」
と
、
第
四
条
第
一

号
及
び
第
三
号
中
「
博
物
館
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
施
設
」
と
、
同
条
第
二
号
中
「
学
芸
員
」
と
あ
る
の
は
「
学
芸
員
に
相
当
す
る
職
員
」
と
、
第
五
条
第
一

号
中
「
博
物
館
資
料
」
と
あ
る
の
は
「
資
料
」
と
、
同
条
第
三
号
及
び
第
四
号
中
「
博
物
館
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
施
設
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
五
条
中
「
第
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
条
第
一
項
」
に
、
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え

第
三
条
中
「
第
十
二
条
」
を
「
第
十
四
条
轌

条
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

「
第
十
四
条
第

第
四
条
中
「
第
十
一

条
を
第
七
条
と
す
る
。

（
定
期
報
告
）

第
八
条
法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
別
記
様
式
第
四
号
の
報
告
書
に
よ
り
毎
年
度
終
了
後
六
月
末
日
ま
で
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
条
中
「
第
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
十
五
条
第
一
項
」
に
、
「
別
記
様
式
第
四
号
」
を
「
別
記
様
式
第
三
号
」
に
、
「
行
な
う
』
を
「
行
う
」
に
改
め
、
同

る
C

博
物
館
の
登
録
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
年
石
川
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
十
六
条
」
を
「
及
び
博
物
館
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
年
文
部
省
令
第
二
十
四
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
轡
）
」
に
、
「
博
物
館
の
登
録
」
を

「
博
物
館
の
登
録
等
」
に
改
め
る
。

（
登
録
申
請
）

第
七
条
を
第
十
一
条
と
し
、
同
条
の
前
に
北

（
博
物
館
に
相
当
す
る
施
設
に
関
す
る
基
準
）

同
条
の
前
に
次

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

博
物
館
の
登
録
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
案
）

一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
申
請
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
一
号
の
と
お
り
と
す
る
。

の
一
条
を
加
え
る
。

一
項
」
に
、
「
は
、
別
記
様
式
第
三
号
」
を
「
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
二
号
の
と
お
り
」
に
改
め
、
同
条
を
第
六



第
三
条
法
第
十
三
条
第
一
項
第
三
号
の
教
育
委
員
会
の
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
博
物
館
資
料
の
収
集
、
保
管
及
び
展
示
（
イ
ン
タ
ｌ
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
博
物
館
資
料
に
係
る
電
磁
的
記
録
を
公
開
す
る
こ
と
を
含
む
。

第
四
号
及
び
第
五
条
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
・
）
並
び
に
博
物
館
資
料
に
関
す
る
調
査
研
究
の
実
施
に
関
す
る
基
本
的
運
営
方
針
を
策
定
し
、
当
該
方
針
を

公
表
す
る
と
と
も
に
、
当
該
方
針
に
基
づ
き
、
相
当
の
公
益
性
を
も
っ
て
博
物
館
を
運
営
す
る
体
制
を
整
備
し
て
い
る
こ
と
。

二
前
号
の
基
本
的
運
営
方
針
に
基
づ
く
博
物
館
資
料
の
収
集
及
び
管
理
の
方
針
を
定
功
、
当
該
方
針
に
基
づ
き
、
博
物
館
資
料
を
体
系
的
に
収
集
す
る
体
制

第
四
条
法
第
十
三
条
第
一
項
第
四
号
の
教
育
委
員
会
の
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
前
条
第
一
号
の
基
本
的
運
営
方
針
に
基
づ
い
て
博
物
館
の
管
理
運
営
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
館
長
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
。

一
前
条
第
一
号
の
基
本
的
運
営
方

三
前
条
第
一
号
の
基
本
的
運
営
方
針
に
昔

（
博
物
館
の
施
設
及
び
設
備
に
関
す
る
基
準
）

第
五
条
法
第
十
三
条
第
一
項
第
五
号
の
教
一

一
博
物
館
資
料
の
収
集
、
保
管
及
び
展
睾

号
の
基
本
的
運
営
方
針
に
基

項
第
五
号
の
教
育

（
博
物
館
の
体
制
に
関
す
る
基
準
）

六
博
物
館
資
料
を
用
い
た
学
詞

七
法
第
七
条
に
規
定
す
る
研
峰

（
博
物
館
の
職
員
に
関
す
る
基
準
）

博
物
館
資
料
を
用
い
た
学
習

三
前
号
に
規
定
す
る
博
物
館
資
料
の
収
集
及
び
管
理
の
方
針
に
基
づ
き
、
所
蔵
す
る
博
物
館
資
料
の
目
録
を
作
成
し
、
当
該
博
物
館
資
料
を
適
切
に
管
理
し
、

四
一
般
公
衆
に
対
し
て
、
所
蔵
す
る
博
物
館
資
料
の

料
に
よ
る
展
示
を
行
う
体
制
を
整
備
し
て
い
る
こ
と

所
蔵
す
る
博
物
館
資
料
の

五
単
独
で
又
は
他
の
博
物
館
若
し
く
は
法
第
三
条
第
一
項
第
十
二
号
に
掲

調
査
研
究
を
行
い
、
そ
の
成
果
を
活
用
す
る
体
制
を
整
備
し
て
い
る
こ
と

一
号
に
掲

二
学
芸
員
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と

を
整
備
し
て
い
る
こ
と

及
び
活
用
す
る
体
制
を
整
備
し
て
い
る
こ
と

さ
れ
て
い
る
こ
と
。

機
会
の
提
供
、
利
用
者
に
対
す
る
博
物
館
資
料
の
説
明
そ
の
他
の
教
育
活
動
を
行
う
体
制
を
整
備
し
て
い
る
こ
と
。

法
第
七
条
に
規
定
す
る
研
修
そ
の
他
の
研
修
に
職
員
が
参
加
す
る
機
会
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

づ
く
博
物
館
の
運
営
に
必
要
な
職
員
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
。

C

委
員
会
の
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

、
保
管
及
び
展
示
並
び
に
博
物
館
資
料
に
関
す
る
調
査
研
究
を
安
定
的
か
つ
継
続
的
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
及
び
設
備
が
整
備

展
示
を
行
い
、
又
は
特
定
の
主
題
に
基
づ
き
、
所
蔵
す
る
博
物
館
資
料
若
し
く
は
借
用
し
た
博
物
館
資

･

○

･

げ
る
学
術
若
し
く
は
文
化
に
関
す
る
諸
施
設
と
共
同
で
、
博
物
館
資
料
に
関
す
る

0



四
高
齢
者
、
障
害
者
、
妊

慮
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と

別
記
様
式
第
一
号
を
次
の
よ

号
を
次
の
よ

三
博
物
館
の
規
模
及
び
展
示
内
容
に
応
じ
、
利
用
者
の
安
全
及
び
利
便
性
の
確
保
の
た
め
に
必
要
な
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

四
高
齢
者
、
障
害
者
、
妊
娠
中
の
者
、
日
本
語
を
理
解
で
き
な
い
者
そ
の
他
博
物
館
の
利
用
に
困
難
を
有
す
る
者
が
博
物
館
を
円
滑
に
利
用
す
る
た
め
の
配

二
防
災
及
び
防
犯
の
た
め
に
必
要
な
施
設
及
び
設
備
を
有
し
て
い
る
こ
と

う
に
改
め
る
。

0

□



別記様式第1号

博物館登録申請書

年 月 日

石川県教育委員会様

設置者所在地

名称

代表者氏名

博物館法第12条第1項の規定により、次のとおり登録を申請します。

l博物館の名称

2博物館の所在地

(添付書類）

1館則の写し

2博物館法第13条第1項各号に掲げる基準に適合していることを証する書類

（注）館則とは、博物館の規則のうち、 目的、開館日、運営組織その他の博物館の運

営上必要な事項を定めたものをいいます。



別
記
様
式
第
二
号
を
削
り
、
別
記
様
式
第
三
号
を
別
記
様
式
第
二
号
と
す
る
。

別
記
様
式
第
四
号
中
簿
」
を
「
熱
」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
三
号
と
し
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。



別記様式第4号

博物館運営状況報告書

年 月 日

石川県教育委員会様

設置者所在地

名称

代表者氏名

博物館法第16条の規定により、次のとおり3月末日時点の運営状況につい

て報告します。

ｌ
ｌ
２
ｌ
３
ｌ
４
ｌ
５
ｌ

人
一
且年間開館日数

年間活動実績

~



２
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
博
物
館
の
登
録
等
に
関
す
る
規
則
の
規
定
に
基
づ
き
作
成
し
た
用
紙
は
、
な
お
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ

１
こ
の
規
則
は
、

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

即

（
施
行
期
日
）

則

（
経
過
措
置
）

別
記
様
式
第
五
号
中
「
鋸
」
を
「
蕪
」
に
改
め
る
。

と
が
で
き
る
。



石
川
県
教
育
委
員
会
規
則
第

博
物
館
の
登
録
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令

和

五

年

月

日

ロ
万

石

川

県

教

育

委

員

会



（

目

的

）

（

目

的

）

第
一
条
こ
の
規
則
は
、
博
物
館
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
八
十
五
号
。
以
下
「
法
」
第
一
条
こ
の
規
則
は
、
博
物
館
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
八
十
五
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
及
び
博
物
館
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
年
文
部
省
令
第
二
十
四
号
四
囲
躍
凹
園
囿
と
い
う
。
）
第
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
淵
鯏
割
酬
呵
剴
鰯
に
必
要
な
事
項
を
規
定
す
る
こ

令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
博
物
館
の
登
録
等
に
必
要
な
事
項
を
規
定
す
る
こ
と
と
を
目
的
と
す
る
．

を
目
的
と
す
る
。

（

登

録

申

請

）

（

登

録

申

請

）

第
二
条
法
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
申
請
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
一
号
の
と
第
二
条
法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
申
請
書
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

刻
刎
祁
判
可
到
１

－

地

方

公

共

団

体

の

設

置

す

る

も

の

に

あ

っ

て

は

、

別

記

様

式

第

一

号

二

一

般

社

団

法

人

又

は

一

般

財

団

法

人

、

宗

教

法

人

又

は

政

令

で

定

め

る

そ

の

他

の

法

人

に

あ

っ

て

は

、

別

記

様

式

第

二

号

（
博
物
館
の
体
制
に
関
す
る
基
準
）

第
三
条
法
第
十
三
条
第
一
項
第
三
号
の
教
育
委
員
会
の
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
新
設
）

川
引
剖
ｑ
ｌ

博
物
館
の
登
録
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
年
教
育
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）
新
旧
対
照
表

博
物
館
の
登
録
等
に
関
す
る
規
則

○
博
物
館
の
登
録
等
に
関
す
る
規
則

昭

和

四

十

年

八

月

三

日

教

育

委

員

会

規

則

第

十

五

号

改
正
平
成
二
年
三
月
三
一
日
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号

平
成
二
○
年
二
月
二
八
日
教
育
委
員
会
規
則
第
一
三
号

改
正
後
（
案
）

昌
当
心

博
物
館
の
登
録
等
に
関
す
る
規
則

○
博
物
館
の
登
録
等
に
関
す
る
規
則

昭

和

四

十

年

八

月

三

日

教

育

委

員

会

規

則

第

十

五

号

改
正
平
成
二
年
三
月
三
一
日
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号

平
成
二
○
年
二
月
二
八
日
教
育
委
員
会
規
則
第
一
三
号

現
行



~第
四
条 い

る

こ

と

。

（
博
物
館
の
職
員
に
関
す
る
基
準
）

~
一
博
物
館
資
料
の
収
集
、
保
管
及
び
展
示
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に

二’

1
三’五’

を
整
備
し
て
い
る
こ
と
。

’四
一
般
公
衆
に
対
し
て
、
所
蔵
す
る
博
物
館
資
料
の
展
示
を
行
い
、
又
は
特
定
の
主
題
に

二’ 一’

~
七
法
第
七
条
に
規
定
す
る
研
修
そ
の
他
の
研
修
に
職
員
が
参
加
す
る
機
会
が
確
保
さ
れ
て

の
成
果
を
活
用
す
る
体
制
を
整
備
し
て
い
る
こ
と
。

’六
博
物
館
資
料
を
用
い
た
学
習
機
会
の
提
供
、
利
用
者
に
対
す
る
博
物
館
資
料
の
説
明
そ

当
該
方
針
に
基
づ
き
、
博
物
館
資
料
を
体
系
的
に
収
集
す
る
体
制
を
整
備
し
て
い
る
こ

劃
１

相
当
の
公
益
性
を
も
っ
て
博
物
館
を
運
営
す
る
体
制
を
整
備
し
て
い
る
こ
と
。

基
本
的
運
営
方
針

第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
博
物
館
資
料
に
関
す
る
調
査
研
究
の
実
施
に
関
す
る

館
資
料
の
目
録
を
作
成
し
、
当
該
博
物
館
資
料
を
適
切
に
管
理
し
、
及
び
活
用
す
る
体
制

よ
り
博
物
館
資
料
に
係
る
電
磁
的
記
録
を
公
開
す
る
こ
と
を
含
む
。
第
四
号
及
び
第
五
条

体
制
を
整
備
し
て
い
る
こ
と
。

基
づ
き
、
所
蔵
す
る
博
物
館
資
料
若
し
く
は
借
用
し
た
博
物
館
資
料
に
よ
る
展
示
を
行
う

き
る
館
長
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
。

く
は
文
化
に
関
す
る
諸
施
設
と
共
同
で
、
博
物
館
資
料
に
関
す
る
調
査
研
究
を
行
い
、
そ

の
他
の
教
育
活
動
を
行
う
体
制
を
整
備
し
て
い
る
こ
と
。

前
号
の
基
本
的
運
営
方
針
に
基
づ
く
博
物
館
資
料
の
収
集
及
び
管
理
の
方
針
を
定
め
、

前
号
に
規
定
す
る
博
物
館
資
料
の
収
集
及
び
管
理
の
方
針
に
基
づ
き
、
所
蔵
す
る
博
物

単
独
で
又
は
他
の
博
物
館
若
し
く
は
法
第
三
条
第
一
項
第
十
二
号
に
掲
げ
る
学
術
若
し

学
芸
員
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
。

前
条
第
一
号
の
基
本
的
運
営
方
針
に
基
づ
い
て
博
物
館
の
管
理
運
営
を
行
う
こ
と
が
で

法
第
十
三
条
第
一
項
第
四
号
の
教
育
委
員
会
の
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
策
定
し
当
該
方
針
を
公
表
す
る
と
と
も
に

、

当
該
方
針
に
基
づ
き

、

暉
｝
心

（
新
設
）



：
（
登
録
）

’第
六
条

第
七
条
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
事
項
等
変
更
の
届
出
は
、

割
の
届
出
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
定
期
報
告
）

第
九
条
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
博
物
館
廃
止
の
届
出
は
、

届
出
書
に
よ
り
す
み
や
か
に
行
う
も
の
と
す
る
。

第
八

条

（
博
物
館
の
施
設
及
び
設
備
に
関
す
る
基
準
）

の
と
お
り
と
す
る
。

（
登
録
事
項
等
変
更
）

（
博
物
館
の
廃
止
）

訓
三’一’四’ 三'二’

’
終
了
後
六
月
末
日
ま
で
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

訓
定
的
か
つ
継
続
的
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
及
び
設
備
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
．

て
い
る
こ
ル
ー
。

用
に
困
難
を
有
す
る
者
が
博
物
館
を
円
滑
に
利
用
す
る
た
め
の
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
こ

に
必
要
な
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

前
条
第
一
号
の
基
本
的
運
営
方
針
に
基
づ
く
博
物
館
の
運
営
に
必
要
な
職
員
が
置
か
れ

~

防
災
及
び
防
犯
の
た
め
に
必
要
な
施
設
及
び
設
備
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

博
物
館
資
料
の
収
集
、
保
管
及
び
展
示
並
び
に
博
物
館
資
料
に
関
す
る
調
査
研
究
を
安

高
齢
者
、
障
害
者
、
妊
娠
中
の
者
、
日
本
語
を
理
解
で
き
な
い
者
そ
の
他
博
物
館
の
利

博
物
館
の
規
模
及
び
展
示
内
容
に
応
じ
、
利
用
者
の
安
全
及
び
利
便
性
の
確
保
の
た
め

法
第
十
三
条
第
一
項
第
五
号
の
教
育
委
員
会
の
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
博
物
館
登
録
原
簿

法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
別
記
様
式
第
四
号
の
報
告
書
に
よ
り
毎
年
度

の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
二
号

別
記
様
式
第
五
号
の

別
記
様
式
第
三

唖
、
心

（
登
録
）

’第
三
条

第
四
条
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
事
項
等
変
更
の
届
出
は
、

弓
の
届
出
書
に
よ
り
制
割
引
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

（
博
物
館
の
廃
止
）

荊
到
銅
法
調
制
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
博
物
館
廃
止
の
届
出
は
、
別
記
様
式
第
五
号
の

届
出
書
に
よ
り
す
み
や
か
に
行
な
う
も
の
と
す
る
。

（
博
物
館
の
公
示
）

（
新
設
）

（
登
録
事
項
等
変
更
） Ｉ

法
第
十
二
条
に
規
定
す
る
博
物
館
登
録
原
簿
は
、

別
記
様
式
第
三
号
と
す
る
。

別
記
様
式
第
四



副
号
ま
で
の
教
育
委
員
会
の
定
め
る
基
準
に

貝
」
と
あ
る
の
は

物
館
を
運
営
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
施

設
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

あ
る
の
は
「
資
料
」
と
、
同
条
第
三
号
及
び
第
四
号
中
「
博
物
館
」
と
あ
る
の
は
訶
指
定
施

設

Ｉ
第
十
一
条
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
博
物
館
の
登
録
等
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は

教
育
長
が
定
め
る
。

一
号
及
び
第
三
号
中
一
博
物
館
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
施
設
」
と
、
同
条
第
一

（
第
七
号
を
除
ｑ
剰
Ｊ
１
輔
「
博
物
館
資
料
」
と
あ
る
の
は
「
資
料
」
と
、
同
条
第
一
号
中
引
博

（
博
物
館
に
相
当
す
る
施
設
に
関
す
る
基
準
）

（
次
条
及
び
第
五
条
に

（
雑
則
）

第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で
の
規
定
は
、
省
令
第
二
十
四
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四

「
学
芸
員
に

お
い
て
「
指
定
施
設
」

相
当
す
る
職
員
」
と
、
第
五
条
第
一
号
中
一
博
物
館
資
料
」
と

つ
い
て
準
用
す
る
。

と
し

八

』
フ
Ｃ

）
を
運
営
す
る
」
と
、
第
四
条
第

ー

」
の
場
合
に

お
い
て
、
第
三
条

一
号
中
誠
軍
劉
ヨ

心
、
心

釧 ヨー' 一噂’（

雑

則

）

第
七
条
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
博
物
館
の
登
録
等
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
教

育
長
が
定
め
る
。

四’

~

法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
登
録
を
し
た
と
き
。

法
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
し
た
と
き
。

法
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
ま
つ
消
し
た
と
き
。

法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
取
消
を
し
た
と
き
。

~

教
育
委
員
会
は
、
次
の
各
号
に
つ
い
て
公
示
す
る
も
の
と
す
る
。



－

別記様式第1号

改

正

後

別記様式第1号

改

正

、2三

月I」

－

石川県教育委員会様

博物館登録申請書

年 月 日

設置者所在地

名称

代表者氏名

博物館法第12条第1項の規定により、次のとおり登録を申請します。

L博物館の名称

2博物館④所在地

(添付書類）

l館則の写し

2博物館法第13条第1項各号に掲げる基準に適合していることを証する書類

（注）館貝|｣とは、博物館の規則のうち、 目的、開館日、運営組織その他の博物館の運

営上必要な事項を定めたものをいいます

石川県教育委員会殿

公立博物館登録申請書

年 月 日

設置者所在地

名称

代表者氏名

博物館法第11条の規定により、次のとおり登録を申請します。

》

１

’

２

－

上設置条例の写

2館則の写

且直接博物館の用に供する建物及び士地の面積を記載した書面及びその図面

４

’

５

－

当該年度における事業計画書及び歳入歳出の見積に関する書類

博物館資料の目録並びに館長及び学芸員の氏名を記載した書面



（
削
る
）

改

正

後

別記様式第2号

改

正

前

剣
１
－
ワ
ニ

私立博物館登録申請書

石川県教育委員会殿

年 月 日

設置者所在地

名称

代表者氏名

博物館法第11条の規定により、次のとおり登録を申請します。

博物館の名称

博物館の所在地

(添付書類）

1 法人の定款若しくは寄附行為の写又は宗教法人の規則の写

2館則の写

3直接博物館の用に供する建物及び士地の面積を記裁した書面及びその

図面

４

－

５

’

当該年度における事業計画書及び収支の見積に関する書類

博物館資料の目録並びに館長及び学芸員の氏名を記載した書面



別記様式第2号

博物館登録原簿

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
・
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
・
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
■
■
■
■
■
■
■
Ｊ
■
■
■
■
■
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
■
Ⅱ
■
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ

改

正

後

’

ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ

１

１

．

１

Ｐ

ｂ

■

■

■

■

■

ユ

ｑ

Ⅱ

凸

~~~

~

別記様式第3号

二
■
■
■
■
Ⅱ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
ｑ
■
■
Ｆ
■
■
ｑ
■
ｑ
Ⅱ
■
■
■

l

I
I

改

正

言ｺ上一

H1I

－

事 項

設置者の名

称及び住所

名 称

所 在 地

備 考

登 録

年月日

記号番号

年月日

第 号

変 更

年月日 年月日

変 更

年月日 年月日

博物館登録原簿

事 項

設置者の名

称及び住所

名 称

所 在 地

備 考

登 録

年月日

記号番号

年月日

第 号

変 更

年月日 年月日

変 更

年月日 年月日



別記様式第3号

改

疋

後

別記様式第4号

改

正

弘P

HII

博物館登録事項等変更届

石川県教育委員会様
~

設置者所在地

名称

代表者氏名

年 月 日

次のとおり博物館登録事項等に変更を生じましたので届出します。

l博物館の名称

2博物館の所在地

3変更事項

(1) 変更前

(2) 変更後

4変更年月日

5変更理由

博物館登録事項等変更届

石jl l県教育委員会殿
~

設置者所在地

名称

代表者氏名

年 月 日

次のとおり博物館登録事項等に変更を生じましたので届出します。

l博物館の名称

2博物館の所在地

3変更事項

(1) 変更前

(2) 変更後

4変更年月日

5変更理由



別記様式第4号

改

正

後

一

(新設）

改

正

刃ノ

HII

－

博物館運営状況報告書

石川県教育委員会様

年 月 日

設置者所在地

代表

名称

者氏名

博物館法第16条の規定により、次のとおり3月末日時点の運営状況につい

て報告します。

’

一

，

二

博物館の名称

博物館の所在地

i蕪纈
且年間活動実績

人
一
日
一



別記様式第5号

改

正

後

別記様式第5号

改

正

前

石川県教育委員会様
－

博物館廃止届

吹のとおり博物館を廃止しました。

1博物館の名称

2博物館の所在地

3登録記号番号

4廃止年月日

5廃止の理由

6廃止後の処置

(添付書類）

設置者所在地

名称

代表者氏名

博物館廃止を議決した議決書の写又は会議記録の抄本

年 月 日

石j| |県教育委員会殿
~

博物館廃止届

次のとおり博物館を廃止しました。

1博物館の名称

2博物館の所在地

3登録記号番号

4廃止年月日

5廃止の理由

6廃止後の処置

(添付書類）

設置者所在地

名称

代表者氏名

博物館廃止を議決した議決書の写又は会議記録の抄本

年 月 日


